
◇大阪市立斎場条例の一部を改正する条例 

１ 小林斎場の指定管理者の指定を受けるべきものの選定手続の特例を定めることにしまし

た。 

２ この条例は、公布の日（令和６年10月１日）から施行することにしました。 

（環境局総務部施設管理課） 


